
　国民保護とは、武力攻撃や大規模テロなどから
住民の生命、身体、財産を守るためのしくみです。
国民保護制度における自治体や地域の役割等につい
て理解していただくため、フォーラムを開催します。

令和3年12月18日●土
13：30 ～ 16：00

パレブラン高志会館  富山市千歳町1-3-1  TEL 076-441-2255

プログラム

プロフィール

13：30 開会挨拶
13：35～ 講 演「国民保護制度等について」 荻澤　　滋 氏

14：15～ 講 演「国民保護における避難を現実的に考える」  宮坂　直史 氏

15：10～ 講 演「島嶼部に対する攻撃への対応」 平田　浩二 氏

16：00 閉会

とう　しょ　ぶ

■主催／富山県、富山市
■後援／富山県市長会、富山県町村会
●お問合せ先　富山市建設部防災対策課　TEL 076-443-2181 ／ FAX 076-443-2039
　　　　　　富山県危機管理局防災・危機管理課　　　 TEL 076-444-9671 ／ FAX 076-432-0657

国民保護フォーラム 国民保護フォーラム in in 富山市富山市

日 時

会 場

講 師

講 師

講 師

申込方法は、裏面をご覧ください。多くの皆様のご来場をお待ちしております。

総務省消防庁国民保護・防災部長総務省消防庁国民保護・防災部長

● 講師略歴● 講師略歴

荻澤　　滋 氏

2014年  4月　内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（災害緊急事態対処担当） 
 兼内閣官房副長官補付内閣参事官兼東日本大震災対応総括室参事官 
2016年  6月　総務省消防庁国民保護・防災部防災課長 
2017年  7月　群馬県副知事 
2019年  9月　全国市町村研修財団参与兼市町村職員中央研修所副学長 
2020年  7月　総務省消防庁国民保護・防災部長（現職）

2014年  4月　内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（災害緊急事態対処担当） 
 兼内閣官房副長官補付内閣参事官兼東日本大震災対応総括室参事官 
2016年  6月　総務省消防庁国民保護・防災部防災課長 
2017年  7月　群馬県副知事 
2019年  9月　全国市町村研修財団参与兼市町村職員中央研修所副学長 
2020年  7月　総務省消防庁国民保護・防災部長（現職）

防衛大学校総合安全保障研究科
兼国際関係学科教授
防衛大学校総合安全保障研究科
兼国際関係学科教授

● 講師略歴● 講師略歴

宮坂　直史 氏

1963年  8月 東京生まれ。慶應義塾大学、日本郵船（株）、早稲田大学大学院、専修大学講師などを経て
1999年10月　防衛大学校助教授
2008年10月　防衛大学校教授（現職）
 専攻は国際政治学、専門は国際安全保障、研究対象はテロリズム
主著『国際テロリズム論』『日本はテロを防げるか』『実践危機管理国民保護訓練マニュアル』など。
国民保護は同法施行以来、関連の委員や訓練監修などで長年関わる。

1963年  8月 東京生まれ。慶應義塾大学、日本郵船（株）、早稲田大学大学院、専修大学講師などを経て
1999年10月　防衛大学校助教授
2008年10月　防衛大学校教授（現職）
 専攻は国際政治学、専門は国際安全保障、研究対象はテロリズム
主著『国際テロリズム論』『日本はテロを防げるか』『実践危機管理国民保護訓練マニュアル』など。
国民保護は同法施行以来、関連の委員や訓練監修などで長年関わる。

自衛隊富山地方協力本部長自衛隊富山地方協力本部長

● 講師略歴● 講師略歴

平田　浩二 氏

2014年  6月　外務事務官（パキスタン防衛駐在官）（イスラマバード）
2017年  8月　第14旅団司令部第3部長（善通寺）
2019年  3月　奄美警備隊長（奄美）
2021年  3月　自衛隊富山地方協力本部長（現職）

2014年  6月　外務事務官（パキスタン防衛駐在官）（イスラマバード）
2017年  8月　第14旅団司令部第3部長（善通寺）
2019年  3月　奄美警備隊長（奄美）
2021年  3月　自衛隊富山地方協力本部長（現職）
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国民保護（警報・避難）のしくみ

● 参加票は発行しませんので、当日会場へ直接お越しください。
● 応募者多数の場合は、先着順とさせていただきます。（予定人員を超えた場合のみ、事務局から連絡させていただきます）
● 参加申込書に記載いただいた情報は、本フォーラムに関する連絡のみに使用します。

申込先

表面のマーク 特殊標章
国民保護に携わる者を識別するため、
ジュネーブ諸条約等で定められている標章です。

〒930-8510 富山市新桜町 7 番 38 号　富山市建設部防災対策課
TEL　076-443-2181 ／ FAX 076-443-2039
E-mail：bousai-01@city.toyama.lg.jp

参加ご希望の方は、令和 3年 12月 10日（金）までに郵送（当日消印有効）、ファクシミリ、Eメールで
お申込みください。（Eメールの場合は、申込書の記載内容をお知らせください。）

「国民保護フォーラム in 富山市」参加申込書
住 　　　　　　 　所

（ふりがな）

TEL：
FAX：

代表者を含む人数

人

〒

代 表 者 氏 名

電話／ファックス番号

外部からの武力攻撃 

指定公共機関
指定地方公共機関

発生
情報入手

避難措置の指示警報の発令
国（対策本部）

都道府県
（国民保護対策本部）

市町村
（国民保護対策本部）

＜避 難＞＜警 報＞

知事による指示

避難して
ください

テレビ、ラジオに
よる警報・避難の
指示の内容の放送

家の中への避難
避難先地域への避難

● 武力攻撃事態等の現状及び予測
● 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻
撃が発生したと認められる地域

● 住民に対し周知させるべき事項

警
報
が
発
令
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れ
ま
し
た
。

○
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方
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で
す
。

○避難の方法
○避難の経路などを

指示します。

● 住民の避難が必要な地域
● 住民の避難先となる地域
● 住民の避難に関して関係機関が
講じるべき措置の概要

対
策
本
部
長

警報が
発令され
ましたニュース

速　報

国

県

国民

市町村
防災
行政無線

消防、警察、自衛隊
による避難誘導

避難実施要領

県境を越える避難

警
報
の
通
知

避難の指示


